特定非営利活動法人　南河内つくろう会
令和６年度事業報告(令和６年4月1日～令和７年3月31日)

Ⅰ　事業期間

　令和６年４月１日～令和７年３月３１日

Ⅱ　事業の成果
1． 福祉サービス事業の運営
・職員の定着・スキル向上
　今年度も例年通りオンライン研修や外部研修、内部研修を通してスキルアップの向上に勤めました。

・「就労継続支援Ｂ型でも一般就労へ」
今年度は一般就労につなげることはかないませんでした。

・生活支援事業
毎月IKIWAKU・交流会を安全に開催することができました。（別紙参照）

・就労学習（作業学習）
　昨年取り組んだテーマを軸に基本の繰り返しに加え、屋外活動として買物学習を行いました。座学に加えて、実戦形式での学習を取り入れることで評価できる部分もありましたが、各訓練生に合わせて学習を行うことが難しく、それぞれに合ったスキルアップには繋がりませんでした。

・工賃規定の見直し
熱心に訓練に取り組んでいる訓練生にたくさんの工賃を持って帰っていただく仕組みとして、工賃評価表の作成を行いました。工賃評価表は、評価内容を決めるだけではなく、学習の時間を使って訓練生への説明を行い、訓練意欲の向上を図りました。しかしながら、今年度の導入には至っていません。
次年度は工賃規定についてさらに検討を重ね導入を進めていきたいと思います。

・就労定着支援事業
　今年度は２名の方が利用開始（3年の制約）しました。
　しかしながら、利用終了後の支援は福祉サービスではなく、就業・生活支援センターか
独自支援となります。財源、人材ともに課題が残りました。

・就労継続支援Ｂ型事業
　定員34名に対して、22名でのスタートを切りました。
　新規利用や退所はあったものの、1年を通して利用の増減は少ない状況でした。

・定期支援（当法人独自のサービス）
現在の利用者　７名
定期支援については、例年ご報告しているとおり、「福祉サービス」としては就労支援や生活支援を実施することができず、NPO法人の年会費により本事業を運営しております。
そのため、本事業に人件費を充当することは難しく、支援は事業所に来所していただいた際に限定的に行うかたちとなりました。

Ⅲ　事業の実施状況

1． 特定非営利活動に係る事業

(１)就労定着支援事業　(定員：10名) 
【内 　容】 就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て一般就労された方に対して、6カ月後より3年間就労定着支援を利用していただく事が出来るサービスです。専任支援者が配置され、企業や家庭と必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施します。
【利用状況】
・令和７年3月末時点の在籍者数／２名
【職員の配置状況】
・管理者/サービス管理責任者　1名(常勤)　 ※就労継続支援Ｂ型事業との兼務
・就労定着支援員　１名(常勤) ※就労継続支援Ｂ型事業との兼務

(２)就労継続支援Ｂ型事業　(定員：34名)
【内　　容】利用者の方に、生産活動を通して就労に必要な知識及び能力の向上と社会生活を送るためのマナーを身につけます。また、必要な相談・支援を行います。
【利用状況】
・令和7年３月末時点の在籍者数／２4名
【実施場所】当法人の事業所、関係企業先など
【開所日数及び利用状況】
・開所日数　２６１日
・延通所者数　5400人/年
・平均通所者数　20.7人/日
・工賃総支給額　12,546,000円／年　
(最高８１，４００円／月・最低２９，７００円／月)
※利用日数や作業時間により変動。皆勤手当・期末手当含む。
・健康診断受診　
開所日数
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	

	23
	22
	21
	23
	23
	21
	24
	21
	21
	20
	21
	21
	261


延べ利用人数
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	

	464
	454
	425
	468
	463
	439
	510
	427
	407
	437
	444
	462
	5400


平均利用人数
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	

	20.2
	20.6
	20.2
	20.3
	20.1
	20.9
	21.3
	20.3
	19.4
	21.9
	21.1
	22.0
	20.7



【職員の配置状況】
・管理者/サービス管理責任者　1名(常勤)　※就労定着支援事業との兼務
・職業指導員　５名(常勤・非常勤)
・生活支援員　５名(常勤・非常勤)

(３)相談・生活支援事業　(IKIWAKU・その他)
【内　　容】障がい者ご本人やご家族から、電話・来所による生活上の悩み等の相談に応じ、助言や必要な情報提供を行います。
　　　　　　「IKIWAKU」を通して助け合いの精神と人生を豊かなものにするべく利
用者同士の交流・余暇の充実を図ります。
　
(４)　会議・研修など　
　・全体会議の開催
　　毎月末の金曜日１５：３０～１７：００開催
　・就労継続支援Ｂ型は1回／6ヶ月　支援計画の見直し
　・職員研修、フォーラム、見学など
　　就ポツ　ネットワーク会議　（毎月）
　　富田林就労支援部会（年4回）
　　人権研修



 (５)　生産活動について　　
　①エル・チャレンジ
　・大阪府立狭山池博物館(通年型清掃委託)
　・大阪府立石川河川公園(短期型清掃委託)
②通年型食品小分け委託／物流センター内トイレ清掃
　③軽作業(事業所内作業)
　④Café me time
④臨時清掃
・緑ヶ丘住宅跡地除草作業(年１回)

(６)　助成金・寄付金・寄贈品など　　
①助成金　なし
②寄付金
・個人
・法人
③寄贈品
・お菓子（個人）
・景品（職員）
・電子レンジ（職員）

Ⅳ社員総会の開催状況
　１日時　　令和６年5月３１日　
　２場所　　当法人事業所（富田林市若松町二丁目3番地２号太陽ビル2階２０５）
　３総社員数　１１名　
　４議案
　　第１号議案　202３年度事業報告
　　第２号議案　202３年度決算報告
　　第３号議案　202４年度事業計画
　　第４号議案　202４年度予算


Ⅴ　理事会その他の役員会の開催状況
１日時　　毎月末の金曜日
　　　　　
　２場所　　太陽ビル２階２０５
